
新 旧

【新旧対照表】令和８年度地域間幹線系統確保維持計画

○　計　画　期　間 ： 令和８年度　から　令和10年度

○　運送予定者の選定 ： 補助対象路線の運行に係る企画競争により選定

○　運送系統の概要 ： 選定した運送予定者が運行する系統毎の運行本数等は下表のとおり

○　輸　送　量　等 ： 別添資料１「路線別の運行回数、輸送量等の目標（計画）値」のとおり

系統
番号

運行 備 考

平日 12

土曜 10

日曜 10

祝日 10

平日 17

土曜 17

日曜 11

祝日 11

平日 12

土曜 11

日曜 11

祝日 11

平日 12

土曜 8

日曜 8

祝日 8

平日 12

土曜 6.5

日曜 6.5

祝日 6.5

平日 22.5

土曜 15.5

日曜 15.5

祝日 15.5

平日 3

土曜 0

日曜 0

祝日 0

平日 27

土曜 26

日曜 26

祝日 26

平日 12

土曜 11

日曜 11

祝日 11

47 那覇バス(株)那覇－浦添高校－てだこ浦西駅那覇てだこ線 平日
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◆ 　地域間幹線系統確保維持計画　◆

１　地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

２　地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果、定量的な目標を達成するために行う事業及
び
　　その実施主体

毎日

毎日

系統名

　生活交通路線は、学生、高齢者等のいわゆる交通弱者を含めた地域住民にとって日常生活の足として欠
かせない移動手段であるが、利用者減少等の結果、運賃収入のみによる運行の維持確保が困難となってい
る。
　このことから、生活交通路線に対し引き続き支援を行い、通勤、通学、通院等、住民の生活に必要な交通
手段を確保する必要がある。

　沖縄県生活交通確保維持協議部会において、サービス・利便性の向上による補助対象系統の利用者確
保、利用状況に応じた運行形態の見直し等の協議を行う。
　実施主体の関係市町村及びバス事業者は、補助対象系統について沖縄県生活交通確保維持協議部会
で協議した取組（周知広報、運行計画の見直しやフリー乗車券のPR活動等）を実施し、運送収入１％の収支
改善に努める。

毎日

運行本数
（往復）

77 毎日屋慶名－辺野古－名護名護東線

52

辺土名線 名護－大宜味－辺土名

82

105

玉泉洞糸満線

豊見城 市内一周線

那覇－渡口－屋慶名与勝線

本部半島線 名護－渡久地－名護

百名線（船越経由）

豊崎－渡橋名－豊崎

65

66

51

毎日

共同運行
　・沖縄バス（株）
　・（株）琉球バス交通

那覇－船越－百名 毎日

毎日

共同運行
　・沖縄バス（株）
　・（株）琉球バス交通

(株)琉球バス交通

読谷－コザ－砂辺

運送予定者起点－経由地－終点

(株)琉球バス交通

(株)琉球バス交通

沖縄バス（株）

糸満－具志頭－玉泉洞

沖縄バス（株）

62 中部線 (株)琉球バス交通 毎日

○　計　画　期　間 ： 令和８年度　から　令和10年度

○　運送予定者の選定 ： 補助対象路線の運行に係る企画競争により選定

○　運送系統の概要 ： 選定した運送予定者が運行する系統毎の運行本数等は下表のとおり

○　輸　送　量　等 ： 別添資料１「路線別の運行回数、輸送量等の目標（計画）値」のとおり

系統
番号

運行 備 考

平日 12

土曜 10

日曜 10

祝日 10

平日 17

土曜 17

日曜 11

祝日 11

平日 12

土曜 11

日曜 11

祝日 11

平日 16

土曜 8

日曜 8

祝日 8

平日 12

土曜 6.5

日曜 6.5

祝日 6.5

平日 22.5

土曜 15.5

日曜 15.5

祝日 15.5

平日 3

土曜 0

日曜 0

祝日 0

平日 27

土曜 26

日曜 26

祝日 26

平日 12

土曜 11

日曜 11

祝日 11

47 那覇バス(株)那覇－浦添高校－てだこ浦西駅那覇てだこ線 平日
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◆ 　地域間幹線系統確保維持計画　◆

１　地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

２　地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果、定量的な目標を達成するために行う事業及
び
　　その実施主体

毎日

毎日

系統名

　生活交通路線は、学生、高齢者等のいわゆる交通弱者を含めた地域住民にとって日常生活の足として欠
かせない移動手段であるが、利用者減少等の結果、運賃収入のみによる運行の維持確保が困難となってい
る。
　このことから、生活交通路線に対し引き続き支援を行い、通勤、通学、通院等、住民の生活に必要な交通
手段を確保する必要がある。

　沖縄県生活交通確保維持協議部会において、サービス・利便性の向上による補助対象系統の利用者確
保、利用状況に応じた運行形態の見直し等の協議を行う。
　実施主体の関係市町村及びバス事業者は、補助対象系統について沖縄県生活交通確保維持協議部会
で協議した取組（周知広報、運行計画の見直しやフリー乗車券のPR活動等）を実施し、運送収入１％の収支
改善に努める。

毎日

運行本数
（往復）

77 毎日屋慶名－辺野古－名護名護東線

52

辺土名線 名護－大宜味－辺土名

82

105

玉泉洞糸満線

豊見城 市内一周線

那覇－渡口－屋慶名与勝線

本部半島線 名護－渡久地－名護

百名線（船越経由）

豊崎－渡橋名－豊崎

65

66

51

毎日

共同運行
　・沖縄バス（株）
　・（株）琉球バス交通

那覇－船越－百名 毎日

毎日

共同運行
　・沖縄バス（株）
　・（株）琉球バス交通

(株)琉球バス交通

読谷－コザ－砂辺

運送予定者起点－経由地－終点

(株)琉球バス交通

(株)琉球バス交通

沖縄バス（株）

糸満－具志頭－玉泉洞

沖縄バス（株）

62 中部線 (株)琉球バス交通 毎日
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（単位：千円）

77 名護東線 沖縄バス（株） 40,361 20,180 20,180 1

52 与勝線 沖縄バス（株） 19,225 3,060 3,060 13,105

82 玉泉洞糸満線 （株）琉球バス交通 27,894 3,306 3,306 21,282

105 豊見城市内一周線 （株）琉球バス交通 18,528 6,595 6,595 5,338

51 百名線（船越） （株）琉球バス交通 1,870 386 386 1,098

62 中部線 （株）琉球バス交通 31,103 5,863 5,863 19,377

47 那覇てだこ線 那覇バス（株） 530 265 265 0

65/66 本部半島線 共同運行　※ 94,456 14,061 14,061 66,334

67 辺土名線 共同運行　※ 40,848 9,701 9,701 21,446

274,815 63,417 63,417 147,981

77 名護東線 沖縄バス（株） 40,402 20,201 20,201 0

52 与勝線 沖縄バス（株） 19,264 3,067 3,067 13,130

82 玉泉洞糸満線 （株）琉球バス交通 27,909 3,308 3,308 21,293

105 豊見城市内一周線 （株）琉球バス交通 17,840 6,350 6,350 5,140

51 百名線（船越） （株）琉球バス交通 1,876 387 387 1,102

62 中部線 （株）琉球バス交通 31,163 5,874 5,874 19,415

47 那覇てだこ線 那覇バス（株） 534 267 267 0

65/66 本部半島線 共同運行　※ 94,474 14,064 14,064 66,346

67 辺土名線 共同運行　※ 40,867 9,706 9,706 21,455

274,329 63,224 63,224 147,881

77 名護東線 沖縄バス（株） 40,541 20,270 20,270 1

52 与勝線 沖縄バス（株） 19,340 3,079 3,079 13,182

82 玉泉洞糸満線 （株）琉球バス交通 27,996 3,318 3,318 21,360

105 豊見城市内一周線 （株）琉球バス交通 17,912 6,376 6,376 5,160

51 百名線（船越） （株）琉球バス交通 1,885 389 389 1,107

62 中部線 （株）琉球バス交通 31,287 5,898 5,898 19,491

47 那覇てだこ線 那覇バス（株） 539 269 269 1

65/66 本部半島線 共同運行　※ 94,745 14,104 14,104 66,537

67 辺土名線 共同運行　※ 40,992 9,735 9,735 21,522

275,237 63,438 63,438 148,361

４　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額、補助金の交付を受けよう
とする補助対象事業者の名称

R8

国 県
市町村 ・
事業者

負担者及び負担額

計

R9

系統
番号

系統名 補助対象事業者
欠損額
（年間）

負担者及び負担額

系統
番号

系統名 補助対象事業者
欠損額
（年間）

計

R10

系統
番号

系統名 補助対象事業者
欠損額
（年間）

国 県
市町村 ・
事業者

計

国 県
市町村 ・
事業者

負担者及び負担額

（単位：千円）

77 名護東線 沖縄バス（株） 40,361 20,180 20,180 1

52 与勝線 沖縄バス（株） 19,225 3,060 3,060 13,105

82 玉泉洞糸満線 （株）琉球バス交通 27,894 3,306 3,306 21,282

105 豊見城市内一周線 （株）琉球バス交通 22,166 7,890 7,890 6,386

51 百名線（船越） （株）琉球バス交通 1,870 386 386 1,098

62 中部線 （株）琉球バス交通 31,103 5,863 5,863 19,377

47 那覇てだこ線 那覇バス（株） 530 265 265 0

65/66 本部半島線 共同運行　※ 94,456 14,061 14,061 66,334

67 辺土名線 共同運行　※ 40,848 9,701 9,701 21,446

278,453 64,712 64,712 149,029

77 名護東線 沖縄バス（株） 40,402 20,201 20,201 0

52 与勝線 沖縄バス（株） 19,264 3,067 3,067 13,130

82 玉泉洞糸満線 （株）琉球バス交通 27,909 3,308 3,308 21,293

105 豊見城市内一周線 （株）琉球バス交通 22,237 7,916 7,916 6,405

51 百名線（船越） （株）琉球バス交通 1,876 387 387 1,102

62 中部線 （株）琉球バス交通 31,163 5,874 5,874 19,415

47 那覇てだこ線 那覇バス（株） 534 267 267 0

65/66 本部半島線 共同運行　※ 94,474 14,064 14,064 66,346

67 辺土名線 共同運行　※ 40,867 9,706 9,706 21,455

278,726 64,790 64,790 149,146

77 名護東線 沖縄バス（株） 40,541 20,270 20,270 1

52 与勝線 沖縄バス（株） 19,340 3,079 3,079 13,182

82 玉泉洞糸満線 （株）琉球バス交通 27,996 3,318 3,318 21,360

105 豊見城市内一周線 （株）琉球バス交通 22,346 7,954 7,954 6,438

51 百名線（船越） （株）琉球バス交通 1,885 389 389 1,107

62 中部線 （株）琉球バス交通 31,287 5,898 5,898 19,491

47 那覇てだこ線 那覇バス（株） 539 269 269 1

65/66 本部半島線 共同運行　※ 94,745 14,104 14,104 66,537

67 辺土名線 共同運行　※ 40,992 9,735 9,735 21,522

279,671 65,016 65,016 149,639

４　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額、補助金の交付を受けようとす
る補助対象事業者の名称

R8

国 県
市町村 ・
事業者

負担者及び負担額

計

R9

系統
番号

系統名 補助対象事業者
欠損額
（年間）

負担者及び負担額

系統
番号

系統名 補助対象事業者
欠損額
（年間）

計

R10

系統
番号

系統名 補助対象事業者
欠損額
（年間）

国 県
市町村 ・
事業者

計

国 県
市町村 ・
事業者

負担者及び負担額
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沖縄バス（株） (1) 77 名護東線 20,180

沖縄バス（株） (2) 52 与勝線 3,060

(株)琉球バス交通 (3) 82 玉泉洞糸満線 3,306

(株)琉球バス交通 (4) 105 豊見城市内一周線 7,890

(株)琉球バス交通 (5) 51 百名線（船越） 386

(株)琉球バス交通 (6) 62 中部線 5,863

那覇バス(株) (7) 47 那覇てだこ線 265

共同運行
（沖縄バス・琉球バス交通） (8) 65/66 本部半島線 14,061

共同運行
（沖縄バス・琉球バス交通）

(9) 67 辺土名線 9,701

64,712

沖縄県

合　　　　　計

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者
　　　　（地域間幹線系統）

令和8年度

都道府県
（市区町

村）
運送予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事業
に要する国庫補

助額（千円）

協
働
特
例
措
置

沖縄バス（株） (1) 77 名護東線 20,180

沖縄バス（株） (2) 52 与勝線 3,060

(株)琉球バス交通 (3) 82 玉泉洞糸満線 3,306

(株)琉球バス交通 (4) 105 豊見城市内一周線 6,595

(株)琉球バス交通 (5) 51 百名線（船越） 386

(株)琉球バス交通 (6) 62 中部線 5,863

那覇バス(株) (7) 47 那覇てだこ線 265

共同運行
（沖縄バス・琉球バス交通） (8) 65/66 本部半島線 14,061

共同運行
（沖縄バス・琉球バス交通）

(9) 67 辺土名線 9,701

63,417

沖縄県

合　　　　　計

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者
　　　　（地域間幹線系統）

令和8年度

都道府県
（市区町

村）
運送予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事業に
要する国庫補助

額（千円）

協
働
特
例
措
置
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計画年度 運行日数
運行回数

（一日あたり）

平均乗車
密度

輸送量

R8 365日 4,132回 5.0人 56.5人
(11.3)

R9 365日 4,136回 5.0人 56.5人
(11.3)

R10 366日 4,150回 5.0人 56.5人
(11.3)

R8 365日 5,762回 6.2人 97.3人
(15.7)

R9 365日 5,779回 6.2人 98人
(15.8)

R10 366日 5,802回 6.2人 98人
(15.8)

R8 365日 4,256回 2人 23.2人
(11.6)

R9 365日 4,258回 2人 23.2人
(11.6)

R10 366日 4,271回 2人 23.2人
(11.6)

R8 365日 4,848回 6.5人 85.8人
(13.2)

R9 365日 4,864回 6.5人 86.4人
(13.3)

R10 366日 4,888回 6.5人 86.4人
(13.3)

R8 365日 3,698回 5.2人 52.5人
(10.1)

R9 365日 3,709回 5.2人 52.5人
(10.1)

R10 366日      3,726.5 5.2人 52.5人
(10.1)

R8 365日 7,344.5回 5.0人 100.5人

(20.1)

R9 365日 7,358.5回 5.0人 100.5人
(20.1)

R10 366日 7,388回 5.0人 100.5人
(20.1)

路線別　運行回数、輸送量等の目標（計画）値

沖
縄
バ
ス

(

株

)

77 名護東線

52 与勝線

62 中部線

(

株

)

琉
球
バ
ス
交
通

82 玉泉洞糸満線

105 豊見城市内一周線

51 百名線（船越）

計画年度 運行日数
運行回数

（一日あたり）
平均乗車
密度

輸送量

R8 365日 4,132回 5.0人 56.5人
(11.3)

R9 365日 4,136回 5.0人 56.5人
(11.3)

R10 366日 4,150回 5.0人 56.5人
(11.3)

R8 365日 5,762回 6.2人 97.3人
(15.7)

R9 365日 5,779回 6.2人 98人
(15.8)

R10 366日 5,802回 6.2人 98人
(15.8)

R8 365日 4,256回 2人 23.2人
(11.6)

R9 365日 4,258回 2人 23.2人
(11.6)

R10 366日 4,271回 2人 23.2人
(11.6)

R8 365日 4,044回 6.5人 71.5人
(11)

R9 365日 3,892回 6.5人 68.9人
(10.6)

R10 366日 3,908回 6.5人 68.9人
(10.6)

R8 365日 3,698回 5.2人 52.5人
(10.1)

R9 365日 3,709回 5.2人 52.5人
(10.1)

R10 366日      3,726.5 5.2人 52.5人
(10.1)

R8 365日 7,344.5回 5.0人 100.5人

(20.1)

R9 365日 7,358.5回 5.0人 100.5人
(20.1)

R10 366日 7,388回 5.0人 100.5人
(20.1)

62 中部線

(

株

)

琉
球
バ
ス
交
通

82 玉泉洞糸満線

105 豊見城市内一周線

51 百名線（船越）

路線別　運行回数、輸送量等の目標（計画）値

沖
縄
バ
ス

(

株

)

77 名護東線

52 与勝線
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uchimisa
下線

uchimisa
下線

uchimisa
下線

uchimisa
下線

uchimisa
下線

uchimisa
下線

uchimisa
下線

uchimisa
下線

uchimisa
下線



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ
（チー（リ＋
ヌ＋ル））
÷チ＝ヲ

補助ブロッ
ク外乗入

部分、同一
補助ブロッ
ク都道府
県外乗入
部分及び

他路線との
競合部分
以外のキ
ロ程の比

率

100.000%

100.000%

41.340%

37.704%

（平均）

0.0 km

往0.0 km

往0.0 km往0.0 km 往0.0 km

往17.9 km

復30.5 km

復0.0 km 0.0 km

0.0 km

往0.0 km

地域公共交通再編事業を
実施する区域におけるキ

ロ程

オ

往0.0 km

他路線との
競合率

0.00%

0.00%

58.65%

62.29%

合計

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

リ ヌ ル

往0.0 km

往95.6 km

系統キロ程と地域公共交
通再編事業を実施する区
域におけるキロ程との比

率

①＝カッコ
内

②
①×②
＝③

計画運行回
数

（　　）

計画平均乗
車密度

オ÷チ＝ク

系統キロ程
計画

輸送量

チ

2

8年度事業者名 株式会社　琉球バス交通

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,877,293 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業損益 67,417 千円 営業外損益 経常損益

13,103

76,7629,345

2,899,741

営業費用 2,809,876 千円 営業外費用 経常費用（ロ） 2,822,979

22,448

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）

10,018,213.5

経常収支率 102.72

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,643,373 千円 営業外収益

営業損益 △ 131,648 千円 営業外損益 経常損益 △ 126,0805,568

経常収益（イ’） 2,665,191

営業費用 2,775,021 千円 営業外費用 経常費用（ロ’） 2,791,271

21,818

16,250

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

10,770,684.5

経常収支率 95.48

基準期間の前々年度
の

損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,206,089 千円 営業外収益

営業損益 △ 476,366 千円 営業外損益 経常損益 △ 450,47625,890

経常収益（イ”） 2,252,480

営業費用 2,682,455 千円 営業外費用 経常費用（ロ”） 2,702,956

46,391

20,501

沖縄 240.　円　63　銭　 259.　円　15　銭　 281.　円　78　銭　

基準期間の前々年度
の

実車走行キロ（ハ”）

11,232,588.1

経常収支率 83.33

補助ブロック名

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

0.0 km
0.00%

補助ブロック名

補助対象事業者の実
車走行キロ当たり経常

費用
（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

沖縄 260.　円　52　銭　 260.　円　52　銭　

（平均）往0.0 km （平均）

復0.0 km復19.0 km 19.0 km 復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km

往19.0 km （平均） 往0.0 km （平均） 往0.0 km

復0.0 km 0.0 km
0.00%

復29.5 km 29.5 km

往0.0 km

0.0 km 復0.0 km 0.0 km 復19.0 km

0.0 km 復0.0 km

復10.5 km 10.5 km

0.00%

復0.0 km

往10.5 km往0.0 km
0.00%

復17.9 km 17.9 km 復0.0 km 0.0 km 0.0 km

往19.0 km

往29.5 km

復95.6 km

19.0 km0.0 km

往0.0 km

0.0 km

往0.0 km 往0.0 km

0.0 km95.6 km 復0.0 km

往0.0 km

復0.0 km30.5 km

豊見城
市内一
周線

豊崎
ビーチ

渡橋名

復0.0 km

百名
BT

復28.2 km 28.2 km

往28.2 km

系統

中部線 読谷 コザ 砂辺

( 11.0 )

往30.5 km

5.2
復0.0 km

復0.0 km

往0.0 km
3

百名
（船越
経由）

那覇
BT

船越

1
玉泉洞
糸満

糸満 具志頭 玉泉洞

4

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

289.　円　44　銭　

豊崎
ビーチ

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

3698.0回

( 10.1 )

特
例
措
置

運行
系統
名

運行系統

起点
主な
経由
地

終点

計画運行
日数

7344.5回

( 20.1 )

365　日

365　日

365　日

365　日

4256.0回

( 11.6 )

4044.0回

23.2　人

71.5　人

52.5　人

100.5　人

2.0

6.5

5.0

沖縄

表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ
（チー（リ＋
ヌ＋ル））
÷チ＝ヲ

補助ブロッ
ク外乗入

部分、同一
補助ブロッ
ク都道府
県外乗入
部分及び

他路線との
競合部分
以外のキ
ロ程の比

率

100.000%

100.000%

41.340%

37.704%

（平均）

0.0 km

往0.0 km

往0.0 km往0.0 km 往0.0 km

往17.9 km

復30.5 km

復0.0 km 0.0 km

0.0 km

往0.0 km

地域公共交通再編事業を
実施する区域におけるキ

ロ程

オ

往0.0 km

他路線との
競合率

0.00%

0.00%

58.65%

62.29%

合計

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

リ ヌ ル

往0.0 km

往95.6 km

系統キロ程と地域公共交
通再編事業を実施する区
域におけるキロ程との比

率

①＝カッコ
内

②
①×②
＝③

計画運行回
数

（　　）

計画平均乗
車密度

オ÷チ＝ク

系統キロ程
計画

輸送量

チ

2

8年度事業者名 株式会社　琉球バス交通

補助対象期間の

前々年度(基準期間※)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,877,293 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業損益 67,417 千円 営業外損益 経常損益

13,103

76,7629,345

2,899,741

営業費用 2,809,876 千円 営業外費用 経常費用（ロ） 2,822,979

22,448

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）

10,018,213.5

経常収支率 102.72

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,643,373 千円 営業外収益

営業損益 △ 131,648 千円 営業外損益 経常損益 △ 126,0805,568

経常収益（イ’） 2,665,191

営業費用 2,775,021 千円 営業外費用 経常費用（ロ’） 2,791,271

21,818

16,250

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

10,770,684.5

経常収支率 95.48

基準期間の前々年度
の

損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,206,089 千円 営業外収益

営業損益 △ 476,366 千円 営業外損益 経常損益 △ 450,47625,890

経常収益（イ”） 2,252,480

営業費用 2,682,455 千円 営業外費用 経常費用（ロ”） 2,702,956

46,391

20,501

沖縄 240.　円　63　銭　 259.　円　15　銭　 281.　円　78　銭　

基準期間の前々年度
の

実車走行キロ（ハ”）

11,232,588.1

経常収支率 83.33

補助ブロック名

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

0.0 km
0.00%

補助ブロック名

補助対象事業者の実
車走行キロ当たり経常

費用
（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

沖縄 260.　円　52　銭　 260.　円　52　銭　

（平均）往0.0 km （平均）

復0.0 km復19.0 km 19.0 km 復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km

往19.0 km （平均） 往0.0 km （平均） 往0.0 km

復0.0 km 0.0 km
0.00%

復29.5 km 29.5 km

往0.0 km

0.0 km 復0.0 km 0.0 km 復19.0 km

0.0 km 復0.0 km

復10.5 km 10.5 km

0.00%

復0.0 km

往10.5 km往0.0 km
0.00%

復17.9 km 17.9 km 復0.0 km 0.0 km 0.0 km

往19.0 km

往29.5 km

復95.6 km

19.0 km0.0 km

往0.0 km

0.0 km

往0.0 km 往0.0 km

0.0 km95.6 km 復0.0 km

往0.0 km

復0.0 km30.5 km

豊見城
市内一
周線

豊崎
ビーチ

渡橋名

復0.0 km

百名
BT

復28.2 km 28.2 km

往28.2 km

系統

中部線 読谷 コザ 砂辺

( 13.2 )

往30.5 km

5.2
復0.0 km

復0.0 km

往0.0 km
3

百名
（船越
経由）

那覇
BT

船越

1
玉泉洞
糸満

糸満 具志頭 玉泉洞

4

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

289.　円　44　銭　

豊崎
ビーチ

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

3698.0回

( 10.1 )

特
例
措
置

運行
系統
名

運行系統

起点
主な
経由
地

終点

計画運行
日数

7344.5回

( 20.1 )

365　日

365　日

365　日

365　日

4256.0回

( 11.6 )

4848.0回

23.2　人

85.8　人

52.5　人

100.5　人

2.0

6.5

5.0

沖縄
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uchimisa
下線

uchimisa
下線

uchimisa
下線



1

2

3

4

1 千円 千円

2 千円 千円

3 千円 千円

4 千円 千円

千円 千円65,344,158 円合計 79,397,585円 27,576,040円

カ×9/20＝レ

19,177,571 円

13,191,990 円

ソのうち補助ブロック外乗

入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及

び他路線との競合部分以

外に係るもの

ソ×ヲ'＝ツ'

15,520,421 円

52,429,049 円

100,319,031 円

83.円89銭　

ソ

19,177,571 円

13,191,990 円

1,870,648 円

31,103,949 円

65,344,158 円

補助対象経
費

の限度額

タ又はレのうちいずれ
か少ないほうの額

32,303 16,151.0

6,595.5 5,337,696円 0円

63,246,085円

83.円30銭　

773 386.5

31,103,949円 25,240,449円5,863.5 0.0%5,863,500円 0.0%11,727

沖縄

31,103,949 円

19,177,571 円

13,191,990 円

1,870,648 円

都道府県

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

773,325 円 1,870,648円

97.円94銭　

カ－ヨ＝タ

補助対象
経常収益
の見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

27,894,292 円

135250.7km

139426.7km

570290.9km

1008641.7km

11,346,435円

163673.4km

28,805,733円

88.円76銭　

93.円49銭　

基準期間の前年度 基準期間

6,612

90.　円　00　銭　

95.　円　86　銭　

21,282,292円 0円13.4%

経常費用から
経常収益を
控除した額

負担割合 負担額

6,612,955 円

13,191,990 円

0円

ツ×みなし運行回数
／①計画運行回数＝

ネ
負担割合ニ×ワ－ヨ＝ム

計画額補助対象経費

ナ ナ×1/2＝ラ ム－ラ＝ウ

損失額から
国庫補助額
を控除した

額

負担額 負担割合

14,372,567円 161913.7km

12,530,702円

負担額 負担割合

134020.1km

564406.6km

負担額

168,296,982円

246.　円　39　銭　

190.　円　97　銭　 91,489,247円 106,878,901円

206.円60銭　

160.円42銭　

（チー（リ＋
ヌ））÷チ＝

ヲ'

100.00%

100.00%

ワ

250.円02銭　

189.円36銭　

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ’

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ’÷マ’＝

e

163,583.7km

経常収益
ヤ

282.円57銭　

その他の者市区町村

223.円13銭　

14,631,392円 18,528,696 円

ヘ×ワ以下の額：カ

42,616,825円

85,405,049 円

143,533,597 円

124,712,596円

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ÷マ＝f

558920.0km

ノ×ワ以上の額：ヨ

110.円21銭　

998385.2km 192,545,204円 984647.8km

160250.3km

実車走行
キロ
マ

15,696,015円

447,217.1km

特
例
措
置

100.00%

100.00%

ソ×ヲ＝ツ

合計 855716.2km

特
例
措
置

申請
番号

補助
ブロッ
ク名

基準期間の前々年度

補助対象
経常費用
の見込額

補助ブロック
外乗入部

分、同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分及び
他路線との
競合部分以
外のキロ程

の比率

計画実車走
行キロ

経常収益
ヤ”

実車走行
キロ
マ”

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ”÷マ”＝

d

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

ソのうち補助ブロック外乗

入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及

び他路線との競合部分以

外に係るもの

(d+e+f)/3 =ノ

補助対象系統のキロ当たり経常収益

13,634,739円

112,527.0km 29,315,534円

132,388.4km 34,489,825円

14,722,533 円

10,786,838 円

32,619,177 円

132749.0km

37,505,201円

11,933,196円

1,484,148円 956,052円

ウの負担者とその負担割合

「その他の者」の具体的概要

116,508,998円

222,931,182円 145,276,154円

事業者自己負担

0.0%773,325 円

79,397,585 円

6,595,500円

386,500円

11,727,432 円

44,870,318 円

11,727,432 円

32,305,702 円

27,894,292円

18,528,696円13,191

1,870,648 円

31,103,949 円

132728.5km34,514,812円 138044.8km

3,306.0 0.0%3,306,000円 0.0%

0.0%

16,151,500円 ％

0円

0円

23.2%

％ ％

0円

13,191,990 円 0.0%

9.5%

76.8%

％

0円

0円

141,596円

19,376,949円

19,518,545円

沖縄

86.6%

44.7%

64.4%

55.3%

26.1%

24,588,292円19,177,571 円

1

2

3

4

1 千円 千円

2 千円 千円

3 千円 千円

4 千円 千円

千円 千円67,933,845 円合計 83,034,907円 28,623,362円

カ×9/20＝レ

19,177,571 円

15,781,677 円

ソのうち補助ブロック外乗
入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及
び他路線との競合部分以

外に係るもの

ソ×ヲ'＝ツ'

15,520,421 円

52,429,049 円

102,908,718 円

83.円89銭　

ソ

19,177,571 円

15,781,677 円

1,870,648 円

31,103,949 円

67,933,845 円

補助対象経
費

の限度額

タ又はレのうちいずれ
か少ないほうの額

34,893 17,446.0

7,890.5 6,385,018円 0円

65,588,407円

83.円30銭　

773 386.5

31,103,949円 25,240,449円5,863.5 0.0%5,863,500円 0.0%11,727

沖縄

31,103,949 円

19,177,571 円

15,781,677 円

1,870,648 円

都道府県

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

773,325 円 1,870,648円

97.円94銭　

カ－ヨ＝タ

補助対象
経常収益
の見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

27,894,292 円

135250.7km

139426.7km

570290.9km

1008641.7km

11,346,435円

163673.4km

28,805,733円

88.円76銭　

93.円49銭　

基準期間の前年度 基準期間

6,612

90.　円　00　銭　

95.　円　86　銭　

21,282,292円 0円13.4%

経常費用から
経常収益を
控除した額

負担割合 負担額

6,612,955 円

15,781,677 円

0円

ツ×みなし運行回数
／①計画運行回数＝

ネ
負担割合ニ×ワ－ヨ＝ム

計画額補助対象経費

ナ ナ×1/2＝ラ ム－ラ＝ウ

損失額から
国庫補助額
を控除した

額

負担額 負担割合

14,372,567円 161913.7km

12,530,702円

負担額 負担割合

134020.1km

564406.6km

負担額

168,296,982円

246.　円　39　銭　

190.　円　97　銭　 91,489,247円 106,878,901円

206.円60銭　

160.円42銭　

（チー（リ＋
ヌ））÷チ＝

ヲ'

100.00%

100.00%

ワ

250.円02銭　

189.円36銭　

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ’

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ’÷マ’＝

e

163,583.7km

経常収益
ヤ

282.円57銭　

その他の者市区町村

223.円13銭　

14,631,392円 22,166,018 円

ヘ×ワ以下の額：カ

42,616,825円

85,405,049 円

145,651,135 円

124,712,596円

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ÷マ＝f

558920.0km

ノ×ワ以上の額：ヨ

110.円21銭　

998385.2km 192,545,204円 984647.8km

160250.3km

実車走行
キロ
マ

15,696,015円

447,217.1km

特
例
措
置

100.00%

100.00%

ソ×ヲ＝ツ

合計 877806.1km

特
例
措
置

申請
番号

補助
ブロッ
ク名

基準期間の前々年度

補助対象
経常費用
の見込額

補助ブロック
外乗入部

分、同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分及び
他路線との
競合部分以
外のキロ程

の比率

計画実車走
行キロ

経常収益
ヤ”

実車走行
キロ
マ”

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ”÷マ”＝

d

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

ソのうち補助ブロック外乗
入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及
び他路線との競合部分以

外に係るもの

(d+e+f)/3 =ノ

補助対象系統のキロ当たり経常収益

13,634,739円

134,616.9km 35,070,394円

132,388.4km 34,489,825円

14,722,533 円

12,904,376 円

32,619,177 円

132749.0km

37,505,201円

14,275,518円

1,484,148円 956,052円

ウの負担者とその負担割合

「その他の者」の具体的概要

116,508,998円

228,686,042円 145,276,154円

事業者自己負担

0.0%773,325 円

83,034,907 円

7,890,500円

386,500円

11,727,432 円

47,460,005 円

11,727,432 円

34,895,389 円

27,894,292円

22,166,018円15,781

1,870,648 円

31,103,949 円

132728.5km34,514,812円 138044.8km

3,306.0 0.0%3,306,000円 0.0%

0.0%

17,446,500円 ％

0円

0円

23.2%

％ ％

0円

15,781,677 円 0.0%

9.5%

76.8%

％

0円

0円

141,596円

19,376,949円

19,518,545円

沖縄

86.6%

44.7%

64.4%

55.3%

26.1%

24,588,292円19,177,571 円
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ
（チー（リ＋
ヌ＋ル））
÷チ＝ヲ

沖縄

23.2　人

68.9　人

52.5　人

100.5　人

2.0

6.5

5.0

計画運行
日数

7358.5回

( 20.1 )

365　日

365　日

365　日

365　日

4258.0回

( 11.6 )

3892.0回

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

3709.0回

( 10.1 )

特
例
措
置

運行
系統
名

運行系統

起点
主な
経由
地

終点

4

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

289.　円　44　銭　

豊崎
ビーチ

1
玉泉洞
糸満

糸満 具志頭 玉泉洞

3
百名
（船越
経由）

那覇
BT

船越

往30.5 km

5.2
復0.0 km

復0.0 km

往0.0 km

往28.2 km

系統

中部線 読谷 コザ 砂辺

( 10.6 )

豊見城
市内一
周線

豊崎
ビーチ

渡橋名

復0.0 km

百名
BT

復28.2 km 28.2 km

往0.0 km 往0.0 km

0.0 km95.6 km 復0.0 km

往0.0 km

復0.0 km30.5 km

往19.0 km

往29.5 km

復95.6 km

19.0 km0.0 km

往0.0 km

0.0 km

往10.5 km往0.0 km
0.00%

復17.9 km 17.9 km 復0.0 km 0.0 km 0.0 km

復19.0 km

0.0 km 復0.0 km

復10.5 km 10.5 km

0.00%

復0.0 km

復0.0 km 0.0 km
0.00%

復29.5 km 29.5 km

往0.0 km

0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km

往19.0 km （平均） 往0.0 km （平均） 往0.0 km （平均）往0.0 km （平均）

復0.0 km復19.0 km 19.0 km 復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km0.0 km
0.00%

補助ブロック名

補助対象事業者の実
車走行キロ当たり経常

費用
（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

沖縄 260.　円　52　銭　 260.　円　52　銭　

基準期間の前々年度
の

実車走行キロ（ハ”）

11,232,588.1

経常収支率 83.33

補助ブロック名

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

沖縄 240.　円　63　銭　 259.　円　15　銭　 281.　円　78　銭　

経常収益（イ”） 2,252,480

営業費用 2,682,455 千円 営業外費用 経常費用（ロ”） 2,702,956

46,391

20,501

営業損益 △ 476,366 千円 営業外損益 経常損益 △ 450,47625,890

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

10,770,684.5

経常収支率 95.48

基準期間の前々年度
の

損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,206,089 千円 営業外収益

経常収益（イ’） 2,665,191

営業費用 2,775,021 千円 営業外費用 経常費用（ロ’） 2,791,271

21,818

16,250

営業損益 △ 131,648 千円 営業外損益 経常損益 △ 126,0805,568

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）

10,018,213.5

経常収支率 102.72

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,643,373 千円 営業外収益

76,7629,345

2,899,741

営業費用 2,809,876 千円 営業外費用 経常費用（ロ） 2,822,979

22,448営業外収益 経常収益（イ）

営業損益 67,417 千円 営業外損益 経常損益

13,103

2

9年度事業者名 株式会社　琉球バス交通

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,877,293 千円

系統キロ程と地域公共交
通再編事業を実施する区
域におけるキロ程との比

率

①＝カッコ
内

②
①×②
＝③

計画運行回
数

（　　）

計画平均乗
車密度

オ÷チ＝ク

系統キロ程
計画

輸送量

チ

合計

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

リ ヌ ル

往0.0 km

往95.6 km

他路線との
競合率

0.00%

0.00%

58.65%

62.29%

地域公共交通再編事業を
実施する区域におけるキ

ロ程

オ

往0.0 km

復0.0 km 0.0 km

0.0 km

往0.0 km

往17.9 km

復30.5 km

往0.0 km

往0.0 km往0.0 km 往0.0 km

補助ブロッ
ク外乗入

部分、同一
補助ブロッ
ク都道府
県外乗入
部分及び

他路線との
競合部分
以外のキ
ロ程の比

率

100.000%

100.000%

41.340%

37.704%

（平均）

0.0 km

表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ
（チー（リ＋
ヌ＋ル））
÷チ＝ヲ

沖縄

23.2　人

86.4　人

52.5　人

100.5　人

2.0

6.5

5.0

計画運行
日数

7358.5回

( 20.1 )

365　日

365　日

365　日

365　日

4258.0回

( 11.6 )

4864.0回

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

3709.0回

( 10.1 )

特
例
措
置

運行
系統
名

運行系統

起点
主な
経由
地

終点

4

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

289.　円　44　銭　

豊崎
ビーチ

1
玉泉洞
糸満

糸満 具志頭 玉泉洞

3
百名
（船越
経由）

那覇
BT

船越

往30.5 km

5.2
復0.0 km

復0.0 km

往0.0 km

往28.2 km

系統

中部線 読谷 コザ 砂辺

( 13.3 )

豊見城
市内一
周線

豊崎
ビーチ

渡橋名

復0.0 km

百名
BT

復28.2 km 28.2 km

往0.0 km 往0.0 km

0.0 km95.6 km 復0.0 km

往0.0 km

復0.0 km30.5 km

往19.0 km

往29.5 km

復95.6 km

19.0 km0.0 km

往0.0 km

0.0 km

往10.5 km往0.0 km
0.00%

復17.9 km 17.9 km 復0.0 km 0.0 km 0.0 km

復19.0 km

0.0 km 復0.0 km

復10.5 km 10.5 km

0.00%

復0.0 km

復0.0 km 0.0 km
0.00%

復29.5 km 29.5 km

往0.0 km

0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km

往19.0 km （平均） 往0.0 km （平均） 往0.0 km （平均）往0.0 km （平均）

復0.0 km復19.0 km 19.0 km 復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km0.0 km
0.00%

補助ブロック名

補助対象事業者の実
車走行キロ当たり経常

費用
（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

沖縄 260.　円　52　銭　 260.　円　52　銭　

基準期間の前々年度
の

実車走行キロ（ハ”）

11,232,588.1

経常収支率 83.33

補助ブロック名

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

沖縄 240.　円　63　銭　 259.　円　15　銭　 281.　円　78　銭　

経常収益（イ”） 2,252,480

営業費用 2,682,455 千円 営業外費用 経常費用（ロ”） 2,702,956

46,391

20,501

営業損益 △ 476,366 千円 営業外損益 経常損益 △ 450,47625,890

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

10,770,684.5

経常収支率 95.48

基準期間の前々年度
の

損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,206,089 千円 営業外収益

経常収益（イ’） 2,665,191

営業費用 2,775,021 千円 営業外費用 経常費用（ロ’） 2,791,271

21,818

16,250

営業損益 △ 131,648 千円 営業外損益 経常損益 △ 126,0805,568

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）

10,018,213.5

経常収支率 102.72

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,643,373 千円 営業外収益

76,7629,345

2,899,741

営業費用 2,809,876 千円 営業外費用 経常費用（ロ） 2,822,979

22,448営業外収益 経常収益（イ）

営業損益 67,417 千円 営業外損益 経常損益

13,103

2

9年度事業者名 株式会社　琉球バス交通

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,877,293 千円

系統キロ程と地域公共交
通再編事業を実施する区
域におけるキロ程との比

率

①＝カッコ
内

②
①×②
＝③

計画運行回
数

（　　）

計画平均乗
車密度

オ÷チ＝ク

系統キロ程
計画

輸送量

チ

合計

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

リ ヌ ル

往0.0 km

往95.6 km

他路線との
競合率

0.00%

0.00%

58.65%

62.29%

地域公共交通再編事業を
実施する区域におけるキ

ロ程

オ

往0.0 km

復0.0 km 0.0 km

0.0 km

往0.0 km

往17.9 km

復30.5 km

往0.0 km

往0.0 km往0.0 km 往0.0 km

補助ブロッ
ク外乗入

部分、同一
補助ブロッ
ク都道府
県外乗入
部分及び

他路線との
競合部分
以外のキ
ロ程の比

率

100.000%

100.000%

41.340%

37.704%

（平均）

0.0 km

-22-

uchimisa
下線

uchimisa
下線

uchimisa
下線



1

2

3

4

1 千円 千円

2 千円 千円

3 千円 千円

4 千円 千円

千円 千円

沖縄

86.6%

44.7%

64.4%

55.3%

26.1%

24,601,878円19,188,286 円

12,701,717 円 0.0%

9.5%

76.8%

％

0円

0円

142,056円

19,414,011円

19,556,067円

0.0%

15,920,500円 ％

0円

0円

23.2%

％ ％

0円

12,701

1,876,212 円

31,163,011 円

132728.5km34,514,812円 138044.8km

3,308.0 0.0%3,308,000円 0.0%

775,626 円

78,789,189 円

6,350,500円

387,500円

11,749,701 円

44,415,330 円

11,749,701 円

31,843,694 円

27,909,878円

17,840,088円 11,489,588円

1,488,712円 959,156円

ウの負担者とその負担割合

「その他の者」の具体的概要

116,730,232円

222,189,326円 145,276,154円

事業者自己負担

0.0%

108,345.0km 28,226,039円

132,782.2km 34,592,418円

14,730,759 円

10,385,951 円

32,716,206 円

132749.0km

37,505,201円

13,634,739円

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

ソのうち補助ブロック外乗
入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及
び他路線との競合部分以

外に係るもの

(d+e+f)/3 =ノ

補助対象系統のキロ当たり経常収益

特
例
措
置

申請
番号

補助
ブロッ
ク名

基準期間の前々年度

補助対象
経常費用
の見込額

補助ブロック
外乗入部

分、同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分及び
他路線との
競合部分以
外のキロ程

の比率

計画実車走
行キロ

経常収益
ヤ”

実車走行
キロ
マ”

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ”÷マ”＝

d

448,066.3km

特
例
措
置

100.00%

100.00%

ソ×ヲ＝ツ

合計 852868.6km

110.円21銭　

998385.2km 192,545,204円 984647.8km

160250.3km

実車走行
キロ
マ

15,696,015円

17,840,088 円

ヘ×ワ以下の額：カ

42,640,637円

85,567,221 円

143,400,137 円

124,712,596円

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ÷マ＝f

558920.0km

ノ×ワ以上の額：ヨ
経常収益

ヤ

282.円57銭　

その他の者市区町村

223.円13銭　

14,631,392円

（チー（リ＋
ヌ））÷チ＝

ヲ'

100.00%

100.00%

ワ

250.円02銭　

189.円36銭　

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ’

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ’÷マ’＝

e

163,675.1km

168,296,982円

246.　円　39　銭　

190.　円　97　銭　 91,489,247円 106,878,901円

206.円60銭　

160.円42銭　

負担額 負担割合

14,372,567円 161913.7km

12,530,702円

負担額 負担割合

134020.1km

564406.6km

負担額ニ×ワ－ヨ＝ム

計画額補助対象経費

ナ ナ×1/2＝ラ ム－ラ＝ウ

損失額から
国庫補助額
を控除した

額

負担割合 負担額

6,616,650 円

12,701,717 円

0円

ツ×みなし運行回数
／①計画運行回数＝

ネ
負担割合

基準期間

6,616

90.　円　00　銭　

95.　円　86　銭　

21,293,878円 0円13.4%

経常費用から
経常収益を
控除した額

88.円76銭　

93.円49銭　

基準期間の前年度

135250.7km

139426.7km

570290.9km

1008641.7km

11,346,435円

163673.4km

28,805,733円

97.円94銭　

カ－ヨ＝タ

補助対象
経常収益
の見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

27,909,878 円

沖縄

31,163,011 円

19,188,286 円

12,701,717 円

1,876,212 円

都道府県

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

775,626 円 1,876,212円775 387.5

31,163,011円 25,288,511円5,874.5 0.0%5,874,500円 0.0%11,749

31,841 15,920.0

6,350.5 5,139,088円 0円

62,868,689円

83.円30銭　

補助対象経
費

の限度額

タ又はレのうちいずれ
か少ないほうの額

ソ

19,188,286 円

12,701,717 円

1,876,212 円

31,163,011 円

64,929,226 円

カ×9/20＝レ

19,188,286 円

12,701,717 円

ソのうち補助ブロック外乗
入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及
び他路線との競合部分以

外に係るもの

ソ×ヲ'＝ツ'

15,566,588 円

52,528,604 円

99,985,195 円

83.円89銭　

64,929,226 円合計 78,789,189円 27,392,122円

1

2

3

4

1 千円 千円

2 千円 千円

3 千円 千円

4 千円 千円

千円 千円

沖縄

86.6%

44.7%

64.4%

55.3%

26.1%

24,601,878円19,188,286 円

15,832,533 円 0.0%

9.5%

76.8%

％

0円

0円

142,056円

19,414,011円

19,556,067円

0.0%

17,486,000円 ％

0円

0円

23.2%

％ ％

0円

15,832

1,876,212 円

31,163,011 円

132728.5km34,514,812円 138044.8km

3,308.0 0.0%3,308,000円 0.0%

775,626 円

83,186,549 円

7,916,000円

387,500円

11,749,701 円

47,546,146 円

11,749,701 円

34,974,510 円

27,909,878円

22,237,448円 14,321,448円

1,488,712円 959,156円

ウの負担者とその負担割合

「その他の者」の具体的概要

116,730,232円

229,146,695円 145,276,154円

事業者自己負担

0.0%

135,050.7km 35,183,408円

132,782.2km 34,592,418円

14,730,759 円

12,945,960 円

32,716,206 円

132749.0km

37,505,201円

13,634,739円

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

ソのうち補助ブロック外乗

入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及

び他路線との競合部分以

外に係るもの

(d+e+f)/3 =ノ

補助対象系統のキロ当たり経常収益

特
例
措
置

申請
番号

補助
ブロッ
ク名

基準期間の前々年度

補助対象
経常費用
の見込額

補助ブロック
外乗入部

分、同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分及び
他路線との
競合部分以
外のキロ程

の比率

計画実車走
行キロ

経常収益
ヤ”

実車走行
キロ
マ”

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ”÷マ”＝

d

448,066.3km

特
例
措
置

100.00%

100.00%

ソ×ヲ＝ツ

合計 879574.3km

110.円21銭　

998385.2km 192,545,204円 984647.8km

160250.3km

実車走行
キロ
マ

15,696,015円

22,237,448 円

ヘ×ワ以下の額：カ

42,640,637円

85,567,221 円

145,960,146 円

124,712,596円

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ÷マ＝f

558920.0km

ノ×ワ以上の額：ヨ
経常収益

ヤ

282.円57銭　

その他の者市区町村

223.円13銭　

14,631,392円

（チー（リ＋
ヌ））÷チ＝

ヲ'

100.00%

100.00%

ワ

250.円02銭　

189.円36銭　

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ’

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ’÷マ’＝

e

163,675.1km

168,296,982円

246.　円　39　銭　

190.　円　97　銭　 91,489,247円 106,878,901円

206.円60銭　

160.円42銭　

負担額 負担割合

14,372,567円 161913.7km

12,530,702円

負担額 負担割合

134020.1km

564406.6km

負担額ニ×ワ－ヨ＝ム

計画額補助対象経費

ナ ナ×1/2＝ラ ム－ラ＝ウ

損失額から
国庫補助額
を控除した

額

負担割合 負担額

6,616,650 円

15,832,533 円

0円

ツ×みなし運行回数
／①計画運行回数＝

ネ
負担割合

基準期間

6,616

90.　円　00　銭　

95.　円　86　銭　

21,293,878円 0円13.4%

経常費用から
経常収益を
控除した額

88.円76銭　

93.円49銭　

基準期間の前年度

135250.7km

139426.7km

570290.9km

1008641.7km

11,346,435円

163673.4km

28,805,733円

97.円94銭　

カ－ヨ＝タ

補助対象
経常収益
の見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

27,909,878 円

沖縄

31,163,011 円

19,188,286 円

15,832,533 円

1,876,212 円

都道府県

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

775,626 円 1,876,212円775 387.5

31,163,011円 25,288,511円5,874.5 0.0%5,874,500円 0.0%11,749

34,972 17,486.0

7,916.0 6,405,448円 0円

65,700,549円

83.円30銭　

補助対象経
費

の限度額

タ又はレのうちいずれ
か少ないほうの額

ソ

19,188,286 円

15,832,533 円

1,876,212 円

31,163,011 円

68,060,042 円

カ×9/20＝レ

19,188,286 円

15,832,533 円

ソのうち補助ブロック外乗

入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及

び他路線との競合部分以

外に係るもの

ソ×ヲ'＝ツ'

15,566,588 円

52,528,604 円

103,116,011 円

83.円89銭　

68,060,042 円合計 83,186,549円 28,658,482円
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ
（チー（リ＋
ヌ＋ル））
÷チ＝ヲ

沖縄

23.2　人

68.9　人

52.5　人

100.5　人

2.0

6.5

5.0

計画運行
日数

7388.0回

( 20.1 )

366　日

366　日

366　日

366　日

4271.0回

( 11.6 )

3908.0回

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

3726.5回

( 10.1 )

特
例
措
置

運行
系統
名

運行系統

起点
主な
経由
地

終点

4

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

289.　円　44　銭　

豊崎
ビーチ

1
玉泉洞
糸満

糸満 具志頭 玉泉洞

3
百名
（船越
経由）

那覇
BT

船越

往30.5 km

5.2
復0.0 km

復0.0 km

往0.0 km

往28.2 km

系統

中部線 読谷 コザ 砂辺

( 10.6 )

豊見城
市内一
周線

豊崎
ビーチ

渡橋名

復0.0 km

百名
BT

復28.2 km 28.2 km

往0.0 km 往0.0 km

0.0 km95.6 km 復0.0 km

往0.0 km

復0.0 km30.5 km

往19.0 km

往29.5 km

復95.6 km

19.0 km0.0 km

往0.0 km

0.0 km

往10.5 km往0.0 km
0.00%

復17.9 km 17.9 km 復0.0 km 0.0 km 0.0 km

復19.0 km

0.0 km 復0.0 km

復10.5 km 10.5 km

0.00%

復0.0 km

復0.0 km 0.0 km
0.00%

復29.5 km 29.5 km

往0.0 km

0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km

往19.0 km （平均） 往0.0 km （平均） 往0.0 km （平均）往0.0 km （平均）

復0.0 km復19.0 km 19.0 km 復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km0.0 km
0.00%

補助ブロック名

補助対象事業者の実
車走行キロ当たり経常

費用
（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

沖縄 260.　円　52　銭　 260.　円　52　銭　

基準期間の前々年度
の

実車走行キロ（ハ”）

11,232,588.1

経常収支率 83.33

補助ブロック名

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

沖縄 240.　円　63　銭　 259.　円　15　銭　 281.　円　78　銭　

経常収益（イ”） 2,252,480

営業費用 2,682,455 千円 営業外費用 経常費用（ロ”） 2,702,956

46,391

20,501

営業損益 △ 476,366 千円 営業外損益 経常損益 △ 450,47625,890

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

10,770,684.5

経常収支率 95.48

基準期間の前々年度
の

損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,206,089 千円 営業外収益

経常収益（イ’） 2,665,191

営業費用 2,775,021 千円 営業外費用 経常費用（ロ’） 2,791,271

21,818

16,250

営業損益 △ 131,648 千円 営業外損益 経常損益 △ 126,0805,568

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）

10,018,213.5

経常収支率 102.72

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,643,373 千円 営業外収益

76,7629,345

2,899,741

営業費用 2,809,876 千円 営業外費用 経常費用（ロ） 2,822,979

22,448営業外収益 経常収益（イ）

営業損益 67,417 千円 営業外損益 経常損益

13,103

2

10年度事業者名 株式会社　琉球バス交通

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,877,293 千円

系統キロ程と地域公共交
通再編事業を実施する区
域におけるキロ程との比

率

①＝カッコ
内

②
①×②
＝③

計画運行回
数

（　　）

計画平均乗
車密度

オ÷チ＝ク

系統キロ程
計画

輸送量

チ

合計

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

リ ヌ ル

往0.0 km

往95.6 km

他路線との
競合率

0.00%

0.00%

58.65%

62.29%

地域公共交通再編事業を
実施する区域におけるキ

ロ程

オ

往0.0 km

復0.0 km 0.0 km

0.0 km

往0.0 km

往17.9 km

復30.5 km

往0.0 km

往0.0 km往0.0 km 往0.0 km

補助ブロッ
ク外乗入

部分、同一
補助ブロッ
ク都道府
県外乗入
部分及び

他路線との
競合部分
以外のキ
ロ程の比

率

100.000%

100.000%

41.340%

37.704%

（平均）

0.0 km

表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ
（チー（リ＋
ヌ＋ル））
÷チ＝ヲ

沖縄

23.2　人

86.4　人

52.5　人

100.5　人

2.0

6.5

5.0

計画運行
日数

7388.0回

( 20.1 )

366　日

366　日

366　日

366　日

4271.0回

( 11.6 )

4888.0回

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

3726.5回

( 10.1 )

特
例
措
置

運行
系統
名

運行系統

起点
主な
経由
地

終点

4

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

289.　円　44　銭　

豊崎
ビーチ

1
玉泉洞
糸満

糸満 具志頭 玉泉洞

3
百名

（船越

経由）

那覇
BT

船越

往30.5 km

5.2
復0.0 km

復0.0 km

往0.0 km

往28.2 km

系統

中部線 読谷 コザ 砂辺

( 13.3 )

豊見城
市内一
周線

豊崎
ビーチ

渡橋名

復0.0 km

百名
BT

復28.2 km 28.2 km

往0.0 km 往0.0 km

0.0 km95.6 km 復0.0 km

往0.0 km

復0.0 km30.5 km

往19.0 km

往29.5 km

復95.6 km

19.0 km0.0 km

往0.0 km

0.0 km

往10.5 km往0.0 km
0.00%

復17.9 km 17.9 km 復0.0 km 0.0 km 0.0 km

復19.0 km

0.0 km 復0.0 km

復10.5 km 10.5 km

0.00%

復0.0 km

復0.0 km 0.0 km
0.00%

復29.5 km 29.5 km

往0.0 km

0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km

復0.0 km

往19.0 km （平均） 往0.0 km （平均） 往0.0 km （平均）往0.0 km （平均）

復0.0 km復19.0 km 19.0 km 復0.0 km 0.0 km 復0.0 km 0.0 km0.0 km
0.00%

補助ブロック名

補助対象事業者の実
車走行キロ当たり経常

費用
（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

沖縄 260.　円　52　銭　 260.　円　52　銭　

基準期間の前々年度
の

実車走行キロ（ハ”）

11,232,588.1

経常収支率 83.33

補助ブロック名

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

沖縄 240.　円　63　銭　 259.　円　15　銭　 281.　円　78　銭　

経常収益（イ”） 2,252,480

営業費用 2,682,455 千円 営業外費用 経常費用（ロ”） 2,702,956

46,391

20,501

営業損益 △ 476,366 千円 営業外損益 経常損益 △ 450,47625,890

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

10,770,684.5

経常収支率 95.48

基準期間の前々年度
の

損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,206,089 千円 営業外収益

経常収益（イ’） 2,665,191

営業費用 2,775,021 千円 営業外費用 経常費用（ロ’） 2,791,271

21,818

16,250

営業損益 △ 131,648 千円 営業外損益 経常損益 △ 126,0805,568

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）

10,018,213.5

経常収支率 102.72

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,643,373 千円 営業外収益

76,7629,345

2,899,741

営業費用 2,809,876 千円 営業外費用 経常費用（ロ） 2,822,979

22,448営業外収益 経常収益（イ）

営業損益 67,417 千円 営業外損益 経常損益

13,103

2

10年度事業者名 株式会社　琉球バス交通

補助対象期間の

前々年度(基準期間※)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 2,877,293 千円

系統キロ程と地域公共交
通再編事業を実施する区
域におけるキロ程との比

率

①＝カッコ
内

②
①×②
＝③

計画運行回
数

（　　）

計画平均乗
車密度

オ÷チ＝ク

系統キロ程
計画

輸送量

チ

合計

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

リ ヌ ル

往0.0 km

往95.6 km

他路線との
競合率

0.00%

0.00%

58.65%

62.29%

地域公共交通再編事業を
実施する区域におけるキ

ロ程

オ

往0.0 km

復0.0 km 0.0 km

0.0 km

往0.0 km

往17.9 km

復30.5 km

往0.0 km

往0.0 km往0.0 km 往0.0 km

補助ブロッ
ク外乗入

部分、同一
補助ブロッ
ク都道府
県外乗入
部分及び

他路線との
競合部分
以外のキ
ロ程の比

率

100.000%

100.000%

41.340%

37.704%

（平均）

0.0 km

-24-

uchimisa
下線

uchimisa
下線

uchimisa
下線



1

2

3

4

1 千円 千円

2 千円 千円

3 千円 千円

4 千円 千円

千円 千円

沖縄

86.6%

44.7%

64.4%

55.3%

26.1%

24,678,240円19,248,005 円

12,753,253 円 0.0%

9.5%

76.8%

％

0円

0円

142,682円

19,491,791円

19,634,473円

0.0%

15,982,500円 ％

0円

0円

23.2%

％ ％

0円

12,753

1,885,065 円

31,287,791 円

132728.5km34,514,812円 138044.8km

3,318.5 0.0%3,318,500円 0.0%

779,285 円

79,082,068 円

6,376,500円

389,500円

11,796,748 円

44,577,291 円

11,796,748 円

31,966,529 円

27,996,740円

17,912,472円 11,535,972円

1,495,565円 963,383円

ウの負担者とその負担割合

「その他の者」の具体的概要

117,197,631円

223,067,173円 145,276,154円

事業者自己負担

0.0%

108,784.6km 28,340,563円

133,408.7km 34,755,634円

14,776,605 円

10,428,091 円

32,870,569 円

132749.0km

37,505,201円

13,634,739円

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

ソのうち補助ブロック外乗
入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及
び他路線との競合部分以

外に係るもの

(d+e+f)/3 =ノ

補助対象系統のキロ当たり経常収益

特
例
措
置

申請
番号

補助
ブロッ
ク名

基準期間の前々年度

補助対象
経常費用
の見込額

補助ブロック
外乗入部

分、同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分及び
他路線との
競合部分以
外のキロ程

の比率

計画実車走
行キロ

経常収益
ヤ”

実車走行
キロ
マ”

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ”÷マ”＝

d

449,860.4km

特
例
措
置

100.00%

100.00%

ソ×ヲ＝ツ

合計 856238.2km

110.円21銭　

998385.2km 192,545,204円 984647.8km

160250.3km

実車走行
キロ
マ

15,696,015円

17,912,472 円

ヘ×ワ以下の額：カ

42,773,345円

85,909,840 円

143,985,105 円

124,712,596円

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ÷マ＝f

558920.0km

ノ×ワ以上の額：ヨ
経常収益

ヤ

282.円57銭　

その他の者市区町村

223.円13銭　

14,631,392円

（チー（リ＋
ヌ））÷チ＝

ヲ'

100.00%

100.00%

ワ

250.円02銭　

189.円36銭　

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ’

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ’÷マ’＝

e

164,184.5km

168,296,982円

246.　円　39　銭　

190.　円　97　銭　 91,489,247円 106,878,901円

206.円60銭　

160.円42銭　

負担額 負担割合

14,372,567円 161913.7km

12,530,702円

負担額 負担割合

134020.1km

564406.6km

負担額ニ×ワ－ヨ＝ム

計画額補助対象経費

ナ ナ×1/2＝ラ ム－ラ＝ウ

損失額から
国庫補助額
を控除した

額

負担割合 負担額

6,637,243 円

12,753,253 円

0円

ツ×みなし運行回数
／①計画運行回数＝

ネ
負担割合

基準期間

6,637

90.　円　00　銭　

95.　円　86　銭　

21,359,740円 0円13.4%

経常費用から
経常収益を
控除した額

88.円76銭　

93.円49銭　

基準期間の前年度

135250.7km

139426.7km

570290.9km

1008641.7km

11,346,435円

163673.4km

28,805,733円

97.円94銭　

カ－ヨ＝タ

補助対象
経常収益
の見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

27,996,740 円

沖縄

31,287,791 円

19,248,005 円

12,753,253 円

1,885,065 円

都道府県

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

779,285 円 1,885,065円779 389.5

31,287,791円 25,389,791円5,898.0 0.0%5,898,000円 0.0%11,796

31,965 15,982.0

6,376.5 5,159,472円 0円

63,099,568円

83.円30銭　

補助対象経
費

の限度額

タ又はレのうちいずれ
か少ないほうの額

ソ

19,248,005 円

12,753,253 円

1,885,065 円

31,287,791 円

65,174,114 円

カ×9/20＝レ

19,248,005 円

12,753,253 円

ソのうち補助ブロック外乗
入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及
び他路線との競合部分以

外に係るもの

ソ×ヲ'＝ツ'

15,640,035 円

52,738,933 円

100,380,226 円

83.円89銭　

65,174,114 円合計 79,082,068円 27,482,595円

1

2

3

4

1 千円 千円

2 千円 千円

3 千円 千円

4 千円 千円

千円 千円

沖縄

86.6%

44.7%

64.4%

55.3%

26.1%

24,678,240円19,248,005 円

15,909,837 円 0.0%

9.5%

76.8%

％

0円

0円

142,682円

19,491,791円

19,634,473円

0.0%

17,560,500円 ％

0円

0円

23.2%

％ ％

0円

15,909

1,885,065 円

31,287,791 円

132728.5km34,514,812円 138044.8km

3,318.5 0.0%3,318,500円 0.0%

779,285 円

83,515,621 円

7,954,500円

389,500円

11,796,748 円

47,733,875 円

11,796,748 円

35,123,113 円

27,996,740円

22,346,025円 14,391,525円

1,495,565円 963,383円

ウの負担者とその負担割合

「その他の者」の具体的概要

117,197,631円

230,081,805円 145,276,154円

事業者自己負担

0.0%

135,710.1km 35,355,195円

133,408.7km 34,755,634円

14,776,605 円

13,009,170 円

32,870,569 円

132749.0km

37,505,201円

13,634,739円

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

ソのうち補助ブロック外乗

入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及

び他路線との競合部分以

外に係るもの

(d+e+f)/3 =ノ

補助対象系統のキロ当たり経常収益

特
例
措
置

申請
番号

補助
ブロッ
ク名

基準期間の前々年度

補助対象
経常費用
の見込額

補助ブロック
外乗入部

分、同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分及び
他路線との
競合部分以
外のキロ程

の比率

計画実車走
行キロ

経常収益
ヤ”

実車走行
キロ
マ”

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ”÷マ”＝

d

449,860.4km

特
例
措
置

100.00%

100.00%

ソ×ヲ＝ツ

合計 883163.7km

110.円21銭　

998385.2km 192,545,204円 984647.8km

160250.3km

実車走行
キロ
マ

15,696,015円

22,346,025 円

ヘ×ワ以下の額：カ

42,773,345円

85,909,840 円

146,566,184 円

124,712,596円

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ÷マ＝f

558920.0km

ノ×ワ以上の額：ヨ
経常収益

ヤ

282.円57銭　

その他の者市区町村

223.円13銭　

14,631,392円

（チー（リ＋
ヌ））÷チ＝

ヲ'

100.00%

100.00%

ワ

250.円02銭　

189.円36銭　

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ’

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
ヤ’÷マ’＝

e

164,184.5km

168,296,982円

246.　円　39　銭　

190.　円　97　銭　 91,489,247円 106,878,901円

206.円60銭　

160.円42銭　

負担額 負担割合

14,372,567円 161913.7km

12,530,702円

負担額 負担割合

134020.1km

564406.6km

負担額ニ×ワ－ヨ＝ム

計画額補助対象経費

ナ ナ×1/2＝ラ ム－ラ＝ウ

損失額から
国庫補助額
を控除した

額

負担割合 負担額

6,637,243 円

15,909,837 円

0円

ツ×みなし運行回数
／①計画運行回数＝

ネ
負担割合

基準期間

6,637

90.　円　00　銭　

95.　円　86　銭　

21,359,740円 0円13.4%

経常費用から
経常収益を
控除した額

88.円76銭　

93.円49銭　

基準期間の前年度

135250.7km

139426.7km

570290.9km

1008641.7km

11,346,435円

163673.4km

28,805,733円

97.円94銭　

カ－ヨ＝タ

補助対象
経常収益
の見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

27,996,740 円

沖縄

31,287,791 円

19,248,005 円

15,909,837 円

1,885,065 円

都道府県

補助
ブロッ
ク名

申請
番号

779,285 円 1,885,065円779 389.5

31,287,791円 25,389,791円5,898.0 0.0%5,898,000円 0.0%11,796

35,121 17,560.0

7,954.5 6,437,025円 0円

65,955,121円

83.円30銭　

補助対象経
費

の限度額

タ又はレのうちいずれ
か少ないほうの額

ソ

19,248,005 円

15,909,837 円

1,885,065 円

31,287,791 円

68,330,698 円

カ×9/20＝レ

19,248,005 円

15,909,837 円

ソのうち補助ブロック外乗

入部分、同一補助ブロッ

ク都道府県外乗入部分及

び他路線との競合部分以

外に係るもの

ソ×ヲ'＝ツ'

15,640,035 円

52,738,933 円

103,536,810 円

83.円89銭　

68,330,698 円合計 83,515,621円 28,760,148円
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 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

 

 平成２３年　３月３０日　国総計第　９７号

 国鉄財第３６８号

 国鉄業第１０２号

 国自旅第２４０号

 国海内第１４９号

 国空環第１０３号

 平成２３年　５月２７日　国総計第　１４号

 国空事第１１８号

 平成２３年　７月２２日　国総支第　　４号

 国自旅第　１１号

 平成２３年　９月３０日　国総支第　２０号

 国自旅第　５０号

 平成２４年　３月３０日　国総支第　６０号

 国自旅第２０１号

 国空環第　９１号

 平成２４年　４月１６日　国総支第　　７号

 国自旅第　３６号

 平成２４年１１月１９日　国総支第　４３号

 国自旅第３２５号

 平成２５年　５月　８日　国総支第　　８号

 国鉄事第　２８号

 国自旅第　２１号

 国海内第　１０号

 平成２５年　７月１９日　国総支第　３５号

 国自旅第　７０号

 平成２６年　３月２８日　国総支第　８７号

 国鉄都第１３１号

 国鉄事第３９７号

 国自旅第６１９号

 国海内第　９３号

 国空環第　９４号

 平成２６年　５月２１日　国総支第　１２号

 平成２７年　４月　９日　国総支第　６５号

 国鉄都第１３１号

 国鉄事第３３０号

 国自旅第３８０号

 国海内第１１８号

 国空環第　９１号
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 平成２８年　３月３１日　国総支第　６０号

 国鉄都第１２７号

 国鉄事第４７０号

 国自旅第４０７号

 国海内第１３６号

 国空事第７２５３号

 国空環第　７６号

 平成２８年１１月２８日　国総支第　４５号

 国鉄都第　７５号

 国鉄事第２００号

 国自旅第２１０号

 国海内第１０９号

 国空環第　５６号

 平成２９年　６月　９日　国総支第　１５号

 国鉄都第　３８号

 国鉄事第　５７号

 国自旅第　５１号

 国海内第　３９号

 国空事第２０８号

 平成２９年　８月　２日　国総支第　３１号

 国自旅第１０３号

 平成３０年　４月１９日　国総支第　６８号

 国鉄都第１９５号

 国自旅第３０８号

 国海内第１９５号

 国空事第１１１１号

 平成３０年１０月２５日　国総支第　３３号

 国総安政第６５号

 平成３１年　２月２５日　国総支第　４６号

 国鉄都第１２８号

 国鉄事第３２４号

 国自旅第２４９号

 平成３１年　４月２４日　国総支第　　１号

 国自旅第　　２号

 令和　２年　２月　５日　国総地第　５７号

 国総交第　９７号

 国鉄都第１１１号

 国鉄事第３６１号

 国自旅第２５３号

 令和　２年　４月　２日　国総地第　８０号
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 国鉄都第２６５号

 国自旅第３３４号

 令和　２年　６月２２日　国総地第　３３号

 国総安政第２２号

 令和　２年　７月　１日　国総地第　３４号

 国総モ第　１６号

 国鉄事第　８７号

 国自旅第　７８号

 国海内第　２９号

 国空事第４１４号

 令和　３年　２月１６日　国総地第　９６号

 国鉄事第６３３号

 国自旅第４０６号

 国海内第２０８号

 国空事第１６２７号

 令和　３年　４月　５日　国総地第１２１号

 国自旅第５０４号

 国海内第２３４号

 令和　４年　２月１５日　国総地第　６１号

 国鉄総第３８５号

 国鉄都第１５５号

 国自旅第４６２号

 国自技環第１５８号

 国海内第２７２号

 令和　４年　２月１８日　国総地第　６３号

 国鉄事第６３２号

 国自旅第４６８号

 国海内第２７５号

 国空事第１３１７号

 令和　４年　３月２９日　国総地第　７５号

 国自旅第５１６号

 令和　４年　５月２３日　国総地第　１９号

 国自旅第　５３号

 令和　４年　６月　６日　国総地第　２３号

 国総バ第　５８号

 国自旅第　６７号

 国自技環第２６号

 令和　５年　３月　３日　国総地第　９１号

 国自旅第４７６号

 令和　５年　３月　９日　国総地第　９５号
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 国自旅第４９０号

 令和　５年　３月２４日　国総地第１０７号

 国鉄総第４９２号

 国鉄都第２１８号

 国鉄事第８２７号

 国自旅第５３０号

 国自技環第２０８号

 国海内第２４１号

 国空事第１２４９号

 令和　５年　３月２８日　国総地第１２０号

 令和　５年　６月３０日　国総地第４３号

 国鉄事第２２３号

 国自旅第７９号

 国自技環第５５号

 令和　５年　８月　１日　国総地第　５７号

 国自旅第　９７号

 令和　５年　９月　６日　国総地第　７４号

 令和　６年　２月２１日　国総地第１１８号

 令和　６年　３月１２日　国総地第１２１号

 国自旅第３３９号

 令和　６年　３月１８日　国総地第１３１号

 国自旅第３４９号

 令和　６年　３月１８日　国総地第１３３号

 令和　６年　３月２１日　国総地第１３８号

 国自旅第３５６号

 令和　６年　３月２１日　国総地第１４１号

 国鉄事第８０３号

 国自旅第３６２号

 国自技環第２０７号

 国海内第１７８号

 国空事第１１３４号

 令和　６年　４月１８日　国総地第　５　号

 国鉄事第６５号

 国自旅第１３号

 国自技環第５号

 国海内第１１号

 国空事第２６号

 令和　６年　６月１４日　国総地第７７号

 国自旅第９５号

 国海内第４６号
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 令和　６年　９月１１日　国総地第１１８号

 令和　６年　９月３０日　国総地第１２１号

 国自旅第１９４号

 令和　７年　１月２１日　国総地第１５８号

 国自旅第２５８号

 令和　７年　２月２１日　国総地第１７２号

 国自旅第２９１号

 令和　７年　３月　４日　国総地第１７６号

 国鉄都第１５１号

 国鉄事第４９９号

 国自旅第２９５号

 国自技環第１７２号

 国海内第２０９号

 国空事第１１２５号

 令和　７年　５月　７日　国総地第１１号

 国 鉄 都 第 ７ 号

 国鉄事第２５号

 国 自 旅 第 ３ 号

 国自技環第５号

 国 海 内 第 ３ 号

 国空事第１４号

 

 

 

　地域公共交通確保維持改善事業費補助金（以下「補助金」という ）の交付について。

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以

下「適正化法」という ）及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化。

法施行令」という ）並びに離島航路整備法（昭和２７年法律第２２６号）及び同法施。

行規則（昭和２７年運輸省令第７１号）その他の法令及び関連通知のほか、この要綱の

 定めるところによる。

 

 目次

 　第１編　共通事項（第１条－第３条）

 　第２編　地域公共交通確保維持事業

 　　第１章　陸上交通（第４条－第２５条の１６）

 　　　第１節　地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

 　　　第２節　地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

 　　　第２節の２　エリア一括協定運行事業

 　　　第３節　車両減価償却費等国庫補助金

 　　　第４節　公有民営方式車両購入費国庫補助金
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 　　　第５節　貨客混載導入経費国庫補助金

 　　第２章　離島航路（第２６条－第５８条）

 　　　第１節　総則

 　　　第２節　離島航路運営費等補助金

 　　　第３節　離島航路構造改革補助金

 　　第３章　離島航空路（第５９条－第７３条）

 　第３編　地域公共交通バリア解消促進等事業

 　　第１章　バリアフリー化設備等整備事業（第７４条－第９１条）

 　　第２章　利用環境改善促進等事業（第９２条－第９７条）

 　　第３章　鉄道軌道安全輸送設備等整備事業（第９８条－第１０５条）

 　第４編　地域公共交通調査等事業

 　　第１章　地域公共交通調査事業（第１０６条－第１２３条）

 　　　第１節　地域公共交通計画策定事業

 　　第２章　地域公共交通利便増進事業（第１２７条－第１３２条）

 　　　第１節　利便増進計画策定事業

 　　　第２節　利便増進計画推進事業

 　　第３章　地域旅客運送サービス継続推進事業（第１３２条の２－第１３２条の７）

 　　　第１節　運送継続計画策定事業

 　　　第２節　運送継続計画推進事業

 　　第４章　地域公共交通バリアフリー化調査事業

 　　　第１節　移動等円滑化促進方針策定事業（第１３３条－第１３５条）

 　　　第２節　移動等円滑化基本構想策定事業（第１３６条－第１３８条）

 　　第５章　地域公共交通再構築調査事業（第１３９条－第１４３条）

 　　第６章　共同経営計画策定事業（第１４４条－第１４６条）

 　　第７章　エリア一括協定運行調査事業（第１４７条－第１５０条）

 

 

 第１編　共通事項

 

 （目的）

第１条　この補助金は、生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特

性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシ

ステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等がされるよう、地域公共交通の

 確保・維持・改善を支援することを目的とする。

 

 （定義等）

 第２条　この要綱において 次に掲げる用語の定義は 当該各号に定めるところによる、 、 。

「 」 、 、　一　 生活交通確保維持改善計画 とは 地域公共交通の確保・維持・改善のために

都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等からなる協議会（第

３条第２項を除き、以下「協議会」という ）又は都道府県若しくは市区町村が、。
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地域の生活交通の実情のニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て策

定する地域の特性・実情に応じた最適の移動手段の提供、バリアフリー化やより制

約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るための取

 組についての計画をいう。

　二　「地域公共交通確保維持事業」とは、地域公共交通の存続が危機に瀕している地

域において地域の特性・実情に最適な交通手段を確保・維持するために、地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「活性化法」

という ）第５条第１項に規定する地域公共交通計画又は生活交通確保維持改善計。

画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画及び離島航空路確保維持計

 画を含む ）に基づいて実施される事業をいう。。

　三　「地域公共交通バリア解消促進等事業」とは、バリアフリー化やより制約の少な

いシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るために実施される

事業であって 「バリアフリー化設備等整備事業 「利用環境改善促進等事業」及、 」、

 び「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」をいう。

　四　「バリアフリー化設備等整備事業」とは、公共交通機関における高齢者・障害者

等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進等を図るために生活交通確保維持改

善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画を含む ）に基づいて。

 実施される事業をいう。

　五　「利用環境改善促進等事業」とは、バリアフリー化されたまちづくりの一環とし

てより制約の少ないシステムの導入等地域公共交通の利用環境改善を促進するため

に生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画

 を含む ）に基づいて実施される事業をいう。。

　六　「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」とは、鉄道及び軌道による輸送の安全を確

保するために生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改

 善事業計画を含む ）に基づいて実施される事業をいう。。

 　七　「地域公共交通調査事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。

　　イ　地域公共交通確保維持事業又は地域公共交通バリア解消促進等事業による補助

を受けようとする事業について定める生活交通確保維持改善計画等の計画を策定

 するために必要な調査を行う事業 ロ 次号イ及び第九号イに掲げるものを除く（ 、 。）

 　　ロ　地域公共交通計画を策定するために必要な調査を行う事業　

 　八　「地域公共交通利便増進事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。

　　イ　活性化法第２７条の１６第１項に規定する地域公共交通利便増進実施計画（以

 下「利便増進計画」という ）を策定するために必要な調査を行う事業。

　　ロ　利便増進計画（活性化法第２７条の１７の規定により大臣の認定を受けたもの

に限る。第１２８条及び別表２６－１の利便増進計画策定事業に係る補助対象経

費の欄を除き、以下同じ ）に基づいて実施される利用促進に係る事業及び当該。

 計画の達成状況等の評価に係る事業

 　九　 地域旅客運送サービス継続推進事業 とは 次のいずれかに掲げる事業をいう「 」 、 。

　　イ　活性化法第２７条の２第１項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画 以（

 下「運送継続計画」という ）を策定するために必要な調査を行う事業。
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　　ロ　運送継続計画（活性化法第２７条の３の規定により大臣の認定を受けたものに

限る。第１３２条の３及び別表２６－２の運送継続計画策定事業に係る補助対象

経費の欄を除き、以下同じ ）に基づいて実施される利用促進に係る事業及び当。

 該計画の達成状況等の評価に係る事業

　十　「地域公共交通バリアフリー化調査事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をい

 う。

　　イ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９

１号。以下「バリアフリー法」という ）第２４条の２第１項に規定する移動等。

 円滑化促進方針を策定するために必要な調査を行う事業

　　ロ　バリアフリー法第２５条第１項に規定する移動等円滑化基本構想を策定するた

 めに必要な調査を行う事業

　十一　「地域公共交通再構築調査事業」とは、鉄道路線の全部又は一部の区間におけ

る、持続可能性と利便性の高い地域公共交通への再構築を図るために実施される事

 業をいう。

　十二　「共同経営計画策定事業」とは、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及

び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律の特例に関する法律（令和２年法律第３２号）に基づく

 共同経営計画を策定するために必要な調査を行う事業をいう。

２　協議会、都道府県又は市区町村は、住民、地域公共交通の利用者、その他利害関係

者の意見を反映させるため、前項第一号の生活交通確保維持改善計画（当該計画に代

えて策定される離島航路確保維持計画、離島航空路確保維持計画及び生活交通改善事

業計画を含む ）を策定しようとするときは、あらかじめ協議会への当事者の参加、。

アンケート、ヒアリング、公聴会又はパブリックコメント等を行わなければならない

 （鉄道軌道安全輸送設備等整備事業を除く 。。）

３　協議会、都道府県又は市区町村は、第１項第一号の生活交通確保維持改善計画（当

該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画、離島航空路確保維持計画を含む ）。

を策定するに当たって、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関す

る法律（平成９年法律第９１号）第５条の外客来訪促進計画が策定されているときは

 同計画と整合性のとれたものでなければならない。

 

 （協議会）

 第３条　前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。

 　一　関係する都道府県又は市区町村

 　二　関係する交通事業者又は交通施設管理者等

　三　地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」

 という ）又は地方航空局。

　四　その他地域の生活交通の実情、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議

 会が必要と認める者

２　第２編第１章の陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業に係る地域公共交通計画

を作成する都道府県又は市町村が組織する活性化法第６条第１項に規定する協議会 以（
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下「活性化法法定協議会」という ）にあっては、地域間幹線系統は地域間のみなら。

ず地域内の生活交通の機能を有すること、地域内フィーダー系統は地域間幹線系統と

一体として地域の生活交通ネットワークを形成するものであることから、これらを踏

まえ、的確かつ効果的な計画の策定が可能となるよう関係する都道府県及び市区町村

 がともに参加すること。

３　第２編第２章の離島航路に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通確保維持

改善計画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画を含む ）を策定する。

協議会にあっては、離島航路が地域の幹線交通であるとともに生活交通であることか

 ら関係する都道府県及び市町村がともに参加すること。

４　地方運輸局等及び地方航空局は、生活交通確保維持改善計画の策定に必要な助言等

 を行う。

５　協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果につい

 て地方運輸局又は地方航空局の長に報告しなければならない。

 

 第２編　地域公共交通確保維持事業

 

 第１章　陸上交通

 

 第１節　地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

 

 （補助対象事業者等）

第４条　本節における補助対象事業者は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第

３条第一号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業（以下「乗合バス事業」という ）。

を経営する者（以下「乗合バス事業者」という ）であって、活性化法法定協議会で。

の議論を経て、第８条第１項に基づき定めた地域公共交通計画に運送予定者として記

載されている者又は地域公共交通確保維持事業に係る地域公共交通計画を作成した活

 性化法法定協議会とする。

２　国土交通大臣（以下「大臣」という ）は、予算の範囲内において、第６条の補助。

対象事業に係る補助対象経費の１／２に相当する額以内の額を、補助対象事業者に対

し交付する。ただし、災害等の予期しない事由により欠損が増大した場合その他特に

 調整を必要とする場合には、予算の範囲内で額を増減することができる。

 

 （補助対象期間）

第５条　本節における補助対象事業の補助対象期間は、国庫補助金の交付を受けようと

する会計年度（財政法（昭和２２年法律第３４号）第１１条に規定する会計年度をい

 う。以下同じ ）の９月３０日を末日とする１年間とする。。

 

 （補助対象事業の基準）

第６条　本節における補助対象事業は、別表１に定める要件に適合する運行系統に係る

運行であって、かつ、別表２に定めるところにより補助対象経費の額が算定されるも
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 のとする。

２　前項の規定は、利便増進計画又は運送継続計画に地域間幹線系統と位置付けられた

運行系統については、当該利便増進計画又は当該運送継続計画に実施予定期間として

定められた期間中に限り 「別表１」とあるのは「別表３」と 「別表２」とあるのは、 、

 「別表４」と読み替えるものとする。

 

 （地域公共交通計画）

第７条　陸上交通（地域間幹線系統）に係る地域公共交通確保維持事業（以下この条に

おいて単に「地域公共交通確保維持事業」という ）を行う場合は、地域公共交通計。

画に、当該地域公共交通計画の計画期間内における次に掲げる事項について具体的に

記載するものとする。ただし、次条第１項の認定の申請に必要な地域公共交通計画の

計画期間が、補助対象期間に満たない場合について、その満たない計画期間が６月以

下である場合には、合理的理由があると認められるときは、当該地域公共交通計画の

 計画期間内とみなす。

　一　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交

 通における位置付け・役割

 　二　前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性

　三　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び

 実施主体の概要

　四　地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービス（活性化法第１条

に規定する地域旅客運送サービスをいう。以下同じ ）の利用者の数、収支、費用。

に係る国又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手

 法

２　前項の地域公共交通計画には、次に掲げる事項について具体的に記載した書類を添

 付するものとする。

 　一　地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

 　二　前項第一号の運行系統の概要及び運送予定者

　三　前項第一号の運行系統の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支

 出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法

 　四　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

　五　別表１の補助対象事業の基準ホただし書（前条第２項の場合においては、別表３

の補助対象事業の基準ホただし書）に基づき、活性化法法定協議会が平日１日当た

りの運行回数が３回以上で足りると認めた運行系統にあっては、当該運行系統の概

 要

　六　別表１の補助対象事業の基準ニ（前条第２項の場合においては、別表３の補助対

象事業の基準ニ）に基づき、活性化法法定協議会が「広域行政圏の中心市町村に準

ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村への需要に対応して設定された運

 行系統にあっては、当該市町村の一覧

　七　地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組（取組内容、実施主体、定

 量的な効果目標（収支改善率１％以上を原則 、実施時期及びその他特記事項））
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３　第６条第２項の規定による補助対象事業の基準の特例（以下この節において「利便

増進特例」又は「運送継続特例」という ）を受けようとする場合においては、第１。

項及び第２項の規定にかかわらず、第１項及び第２項に掲げる事項のうち利便増進計

 画又は運送継続計画に記載された事項については、記載を省略することができる。

４　活性化法法定協議会は、第２項第二号の運行系統に係る運送予定者の選定に当たっ

ては、これに拠りがたい事情があると大臣が認める場合を除き、サービスの品質・企

画内容、価格等を総合的に比較考慮するため、企画競争その他これに準ずる競争性の

ある方法により行わなければならない。なお、一の補助対象期間を分割して又は複数

 の補助対象期間にまたがって運送予定者を選定することを妨げない。

５　補助対象期間の前々補助対象期間及び前々々補助対象期間において、第２項第七号

に規定する定量的な効果目標の達成度合いが著しく悪い状況（当該補助対象期間の収

支率がいずれもその前年度の補助対象期間の収支率を下回る状況）となった運行系統

にあっては、同号における生産性を向上させる取組の実施状況を踏まえ、当該運行系

統の収支率を改善させるための具体的な取組内容及び収支率の改善目標値を記載した

「改善計画（２ヶ年計画 」を策定し、地域公共交通計画に添付するものとする。た）

だし、燃料高騰等のやむを得ない外的要因により当該目標の達成度合いが著しく悪い

 状況となったと認められる場合を除く。

６　補助対象期間の前補助対象期間の終了時において、前補助対象期間、前々補助対象

期間及び前々々補助対象期間のいずれもが、定量的な効果目標の達成度合いが著しく

悪い状況となった運行系統にあっては、前項の改善計画を実施するものとする。ただ

し、燃料高騰等のやむを得ない外的要因により当該目標の達成度合いが著しく悪い状

 況となったと認められる場合を除く。

 

 （地域公共交通計画の認定の申請）

第８条　活性化法法定協議会は、本節の補助金の交付を受けて補助対象系統の運行を確

保・維持しようとするときは、当該活性化法法定協議会の議論を経て策定された、前

条第１項各号に掲げる事項を記載した地域公共交通計画に、同条第２項各号に掲げる

 事項を記載した書類を添付し、大臣に認定を申請するものとする。

２　前項の認定の申請は、様式第１－１による地域公共交通計画認定申請書を毎年、補

助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の６月３０日（補助金の交付を受けよ

うとする前年度に第１０９条第１項に基づき地域公共交通調査事業の交付決定を受け

た場合その他の当該期限までに提出しないことについて合理的な理由があると大臣が

 認める場合にあっては大臣が指定する日）までに大臣に提出して行うものとする。

３　活性化法法定協議会は、前項の提出をするときは、次に掲げる書類を添付するもの

とする。ただし、過去に地域公共交通計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類

 として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

　一　運送予定者それぞれの、補助対象期間の前々年度、前々々年度及び前々々々年度

に係る旅客自動車運送事業等報告規則（昭和３９年運輸省令第２１号）第２条第２

 項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

　二　運送予定者それぞれの、様式第１－５による補助対象期間の前々年度、前々々年
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度及び前々々々年度に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象

 系統に係るものに限る ）。

　三　利便増進特例を受けようとする場合にあっては、認定を受けた利便増進計画の写

し及び認定通知書の写し並びに利便増進特例を受けようとする運行系統の再編の概

 要

　四　運送継続特例を受けようとする場合にあっては、認定を受けた運送継続計画の写

 し及び認定通知書の写し並びに運送継続特例を受けようとする運行系統の概要

４　活性化法法定協議会は、地域公共交通計画の計画期間が補助対象期間に満たない場

、 、合における前条第１項ただし書の合理的な理由がある場合には 地域公共交通計画に

 合理的な理由を記載した書類を添付し、大臣に認定を申請するものとする。

 

 （地域公共交通計画の変更）

第９条　活性化法法定協議会は、前条の規定により申請された地域公共交通計画に記載

された地域公共交通確保維持事業の内容を変更するときは、あらかじめ計画の変更に

。 、ついて当該活性化法法定協議会の議論を経て大臣の認定を受けるものとする ただし

 軽微な変更についてはこの限りでない。

２　前項の認定の申請は、様式第１－２による地域公共交通計画変更認定申請書を大臣

 に提出して行うものとする。

 ３　前条第３項の規定は、本条において準用する。

 

 （地域公共交通計画の認定）

第１０条　大臣は、活性化法法定協議会から第８条第２項の規定に基づく地域公共交通

計画認定申請書又は前条第２項に基づく地域公共交通計画変更認定申請書の提出があ

ったときは、これを第６条の補助対象事業の基準に従って審査の上、補助対象期間の

開始前（第８条第２項の規定に基づき大臣が指定する日までに行われた認定申請にあ

っては大臣が別途指定する日、計画変更の認定申請にあっては予定変更日前。次項に

 おいて同じ ）に認定を行い、当該活性化法法定協議会に通知するものとする。。

２　活性化法法定協議会は、前項の通知があったときは、当該通知に係る地域公共交通

計画に運送予定者として記載されている者に対し、補助対象期間の開始前に通知しな

 ければならない。

３　前項の運送予定者は、活性化法法定協議会から同項の通知があったときは、当該通

 知の内容に基づき、補助対象期間における運行を行うものとする。

 

 （補助金交付申請）

第１１条　補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第１－８に

よる申請書を、補助金の交付を受けようとする会計年度の１１月３０日までに大臣に

 提出しなければならない。

２　補助対象事業者は、前項の提出をするときは、前条第３項の規定により運行を行っ

た運送予定者（以下「運送実施者」という ）に関して、次の各号に掲げる書類を添。

 付するものとする。
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令和７年度第２回沖縄県生活交通確保維持協議部会（書面開催） 

協議結果 

 

１ 協議事項 

【議題】令和８年度地域間幹線系統確保維持計画の変更について 

 

 

２ 書面回答の状況 

委員43名※中41名から回答あり→過半数からの意思表明があったため協議会は成立 

                      ※協議会会長及び沖縄県交通政策課長を除く 

（沖縄県生活交通確保維持協議部会設置要綱第５条） 

 

 

３ 協議結果 

   回答を得た委員41名全員から承認を得たことから、同協議事項は承認とする。 

（沖縄県生活交通確保維持協議部会設置要綱第５条） 

  

 

４ 委員からの意見 

委員 意見 

豊見城市 今回の減便等は市内一周線バスの確保維持の観点により、やむ

を得ないと思料されます。ただし、運行本数やダイヤの変更等に

ついては、利用者への周知方法や周知期間の確保などの周知のあ

り方を、より利用者の理解が得られるよう改善する必要があると

考えます。  

利用者への負担が最小限に抑えられるよう、本市や自治会等と

協議しながらすすめて頂きたいと考えています。 

 

株式会社琉球バス交通 本件減便は、労働時間に関する規制強化に伴い、当社がその規

定を遵守するために必要な措置として実施する必要がありまし

た。現在、最も重要な課題は運転手の確保あり、引き続き人員確

保と労働環境改善に取り組みながら、可能な範囲で運行の維持・

改善を図ってまいります。 

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解を賜りますよ

うお願い申し上げます。 
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那覇バス株式会社 当社は、地域交通の維持を最優先に考え、赤字欠損を抱える路

線についても運行を継続している状況にあります。今回の減便対

象地域とは運行区域が一部重なることから、住民の移動手段の確

保にあたっては、当該地域を結ぶ幹線バスとして、当社路線（系

統45、446 番）の運行継続が重要であると認識しております。 

一方で、運転手の確保が困難となっていることに加え、人件費

や車両維持費等の上昇により経営環境は一層厳しさを増しており

ます。当社としても、経費削減や運賃改定などの経営努力を継続

しているところではありますが、単独で持続可能な運行を維持す

るには限界が生じております。 

このような状況を踏まえ、地域公共交通を守るという観点か

ら、当該地域の路線について新たに欠損補助の支援措置を講じて

いただくことが不可欠であると考えてお 

ります。つきましては、国・県・関係市町村おかれましては、そ

の必要性をご検討いただき、ぜひとも具体的な支援を講じていた

だきますようお願い申し上げます。 
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令和７年度 第２回沖縄県生活交通確保維持協議部会（書面開催） 

 協議結果 内訳 

 

 

（１）承認４１名、不承認０名 

承認 沖縄総合事務局、那覇市長、宜野湾市長、石垣市長、 

浦添市長、名護市長、糸満市長、沖縄市長、豊見城市長、 

うるま市長、宮古島市長、南城市長、国頭村長、大宜味村長、 

今帰仁村長、本部町長、恩納村長、宜野座村長、 

金武町長、伊江村長、読谷村長、嘉手納町長、北谷町長、 

北中城村長、中城村長、西原町長、与那原町長、南風原町長、 

粟国村長、久米島町長、八重瀬町長、竹富町長、 

伊江島観光バス、沖縄バス、琉球バス交通、那覇バス 

平安座総合開発、宮古協栄バス、共和バス、東運輸、西表島交通 

（沖縄県生活交通確保維持協議部会委員 名簿順） 

不承認 なし 
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沖縄県生活交通確保維持協議部会 設置要綱 
 
 

（目的） 
第１条 この要綱は、沖縄県地域公共交通協議会規約第８条の規定に基づき、沖縄県内の地
域住民の生活交通の確保維持を図るため、沖縄県生活交通確保維持協議部会（以下「部会」
という。）を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（協議事項） 
第２条 部会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。 
(1) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成 23年 3月 30日国総計 97号、
国鉄財第 368号、国鉄業第 102号、国自旅第 240号、国海内第 149号、国空環第 103号）
の第７条及び第 21条で規定する生活交通確保維持改善計画に関すること。 

(2) その他生活交通の確保に関すること。 

 
（構成） 
第３条 部会は、別表第１に掲げる委員をもって構成する。ただし、委員がやむ得ない事由
により欠席する場合、その委員が指名する者を代理として出席させることができる。 

 
（会長） 
第４条 部会に会長を置き、会長は沖縄県企画部長をもって充てる。 
２ 会長は、部会を代表し、会務を総括する。 
３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。 
 
（部会） 
第５条 部会は、必要に応じ会長が招集する。 

２ 部会の議長は、会長が務める。 
３ 部会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。 
４ 部会の議事は、会議に出席した委員（代理出席者を含む。）の過半数で決し、可否同数
のときは会長の決するところによる。 

５ 会長は、必要に応じ、利用者の代表など関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
 
（書面等による部会） 
第６条 会長は、必要と認めるときは、委員の招集を行わず、書面その他の方法（以下「書
面等」という。）によって委員の意見を求めることにより、部会の決議に代えることがで
きる。 

２ 前条の規定は、前項の場合における決議についてこれを準用する。ただし、前条第３項
中「出席」を「書面等により意思表明」と、同第４項中「会議に出席した委員（代理出席
者を含む。）」を「書面等により意思表明した委員」と、同第５項中「関係者の出席を求

め、」を「関係者から書面等により」に読み替える。 
 
（事務局） 
第８条 部会の事務を処理するため、事務局を置く。 
２ 事務局は、沖縄県企画部交通政策課が行う。 
 
（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、部会及び事務局の運営に関し必要な事項は会長が別
に定める。 
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   附 則 

１ この要綱は、令和５年 11月 29日から施行する。 
 ２ この要綱は、令和７年５月 30日から施行する。 
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（別表第１）沖縄県生活交通確保維持協議部会委員 

沖縄県企画部長 

 沖縄総合事務局運輸部長 
  那覇市長 
 宜野湾市長  
  石垣市長  
  浦添市長  
  名護市長   
  糸満市長  
  沖縄市長  
  豊見城市長      
  うるま市長         
  宮古島市長  
  南城市長 

  国頭村長 
  大宜味村長 
  東村長 
  今帰仁村長 
  本部町長 
  恩納村長 
  宜野座村長 
  金武町長 
  伊江村長  
  読谷村長 
  嘉手納町長  
  北谷町長  

  北中城村長 
  中城村長 
  西原町長  
  与那原町長 
  南風原町長 
 粟国村長 
  久米島町長 
  八重瀬町長 
 竹富町長 
  伊江島観光バス(株) 代表取締役社長 
  沖縄バス(株) 代表取締役社長 
  (株)琉球バス交通 代表取締役社長 
 那覇バス（株） 取締役副社長 

  平安座総合開発(株) 代表取締役社長 
  (株)八千代バス・タクシー 代表取締役社長 
  宮古協栄バス(資) 代表社員 
  (資)共和バス 代表社員 
  東運輸(株) 代表取締役社長 
 西表島交通(株) 代表取締役 
 沖縄県企画部交通政策課長 
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